
（医療安全管理指針：別紙２） 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

※は必要時に開催する 

病 院 長

医 局
看護部

（看護部医療安全管理委員会）
診療部

リハビリテーション部
（リハビリテーション部
医療安全管理委員会）

事務部 ひかり

医療安全管理委員会

※医療事故調査委員会

事例分析部会

医療放射線管理委員会

※事故対策委員会

高齢者虐待防止委員会

医療安全管理者 

医療安全管理委員長 

医療放射線安全管理責任者 

医薬品安全管理責任者 

医療機器安全管理責任者 

医療安全管理部門 

身体的拘束最小化チーム

医療ガス安全管理委員会 

透析機器安全管理部会 

医療機器材料管理委員会 

医療安全対策チーム 
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